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は
じ
め
に

印
章
（
は
ん
こ
）
は
、
金
属
や
木
、
石
、
象
牙
な
ど
に
文
様
や
文
字
を
彫
り
、

そ
の
印
痕
を
押
し
付
け
て
残
し
、
文
書
の
信
頼
性
を
保
証
し
た
り
、
証
拠
の
表
示

を
し
た
り
、
あ
る
い
は
封
緘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る（

1
）。

文
書
に
捺
す
、
あ
る
い
は
封
を
す
る
た
め
に
捺
さ
れ
る
印
章
以
外
に
も
、
書
画

の
作
者
が
署
名
・
捺
印
す
る
落
款
や
、
鑑
賞
者
・
所
有
者
が
捺
す
鑑
蔵
印
、
書
物

の
所
有
者
が
捺
す
蔵
書
印
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
印
章
は
、
文
書
に
捺
す
た
め
の
印

章
と
は
趣
を
異
に
し
、
形
状
や
印
文
、
書
体
に
多
彩
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
印
章
の
研
究
史
は
先
行
研
究（

2
）に

譲
る
が
、
印
影
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
ら
の
印
章
の
所
有
者
・
使
用
者
、
捺
さ
れ
た
時
代
と
い
っ
た
来
歴
の

追
跡
に
つ
な
が
る
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い（

3
）。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
平
戸
藩
主
が
用
い
た
印
章
は
、
現
在
松
浦
史
料
博
物
館
が

所
蔵
し
て
い
る
。
特
に
、
九
代
藩
主
・
松
浦
清
（
号
は
静
山
）
に
関
し
て
は
、
彼

が
蒐
集
し
た
多
数
の
文
物
に
捺
し
た
蔵
書
印
、
例
え
ば
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・「
子

孫
永
宝
」
印
・「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
れ
ら
の
印
影
の
あ
る
書
画
や
書
物
は
、
清
が
直
接
蒐
集
に
関
与
し
た
こ
と
、
あ

る
い
は
楽
歳
堂
（
後
述
）
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
一
目
で
分
か
る
の
だ
が
、

問
題
は
同
じ
印
文
の
印
章
が
複
数
存
在
し
て
い
て
、
過
去
に
失
わ
れ
た
も
の
も
含

め
て
、
ど
れ
が
い
つ
捺
さ
れ
た
の
か
を
、
明
確
に
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
点
で

あ
る
。

そ
の
解
決
の
緒
に
な
る
も
の
が
、『
御
家
乗（

4
）』
の
「
印
章
」
項
で
あ
る
。『
御
家

乗
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
章
に
譲
る
が
、「
印
章
」
項
（
本
稿
末
に
該
当
頁
の

画
像
を
掲
載
）
に
は
、
六
代
藩
主
の
篤
信
、
八
代
藩
主
の
誠
信
、
九
代
藩
主
の
清

が
使
用
し
た
印
章
の
印
影
や
素
材
、
鈕
の
形
状
、
印
章
の
篆
刻
者
、
印
章
の
製
作

年
な
ど
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
松
浦
史
料
博
物
館
に
残
さ
れ
た
平
戸
藩
主
の
印
章
と
、『
御
家
乗
』

に
掲
載
さ
れ
る
印
影
と
を
照
合
し
、
印
章
の
観
察
だ
け
で
は
判
明
し
な
い
、
印
章

の
製
作
者
や
製
作
年
、
使
用
期
間
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
研
究
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
の
分
担
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
と
第
二
章
は

松
浦
が
、
第
一
章
は
久
家
が
執
筆
し
、
第
三
章
の
表
は
瓜
生
と
松
浦
が
作
成
し
、

解
説
を
付
し
た
。
な
お
、
本
稿
掲
載
画
像
は
、
松
浦
史
料
博
物
館
の
許
可
を
得
て
、

瓜
生
と
松
浦
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
松
浦
）

一
『
御
家
乗
』
と
は

九
代
藩
主
の
清
は
、
平
戸
城
御
殿
近
く
に
楽
歳
堂
文
庫
を
、
江
戸
の
上
屋
敷
に

感
恩
斎
文
庫
を
置
い
た
。
特
に
、
楽
歳
堂
に
は
「
考
索
に
益
す
る
も
の
は
、
必
ず

平戸藩主の印章
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求
め
こ
れ
を
置
く（

5
）」

と
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
藩
主
時
代
よ
り
貴
重
な
図
書
や
什

器
の
蒐
集
に
余
念
な
く
精
力
を
そ
そ
い
だ
。

楽
歳
堂
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
資
料
と
目
録
類
に
よ
る
研
究
が
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
。『
御
家
乗
』
に
つ
い
て
は
、
楽
歳
堂
に
関
係
す
る
資
料
で
あ
る
と
、
以

前
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
岩
崎
義
則
氏
は
、『
御
家
乗
』

が
楽
歳
堂
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

6
）。

岩
崎
氏
に
よ
る
と
、「
楽

歳
堂
書
目
巻
記
シ
有
之
御
書
物
板
（
寛
政
十
二
年
）

（
7
）」

に
、「
平
戸
藩
楽
歳
堂
蔵
書

目
録
二
十
四
巻
」
と
あ
っ
て
目
録
の
分
類
が
、「
内
篇
簿
」・「
外
篇
簿
」・「
蛮
国

部
簿
」・「
別
録
簿
」・「
附
録
簿
」・「
家
乗
目
簿
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に

「
家
乗
目
簿
」
に
つ
い
て
は
、「
一
巻

三
十
一
葉

書
籍
百
七
十
二
巻
又
十
三

箱
、
印
章
七
十
九
顆
、
挂
幅
四
、
器
物
二
十
七
箇
」
と
あ
り
内
容
を
検
討
し
た
結

果
、『
御
家
乗
』
は
「
家
乗
目
簿
」
に
相
当
す
る
と
し
た
。
松
浦
史
料
博
物
館
の

所
蔵
資
料
全
体
か
ら
み
て
首
肯
す
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。

『
御
家
乗
』
は
、「
七
郎
宮
御
宝
物
御
佩
刀
御
鑓
図

弐
巻
」
か
ら
始
ま
り
、

現
在
長
崎
県
指
定
有
形
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
「
蛮
錨
図
〈
通
辨
一

訳
文
一
／

蛮
語
訳
文
一
〉
弐
枚（

8
）」
が
巻
頭
部
分
に
確
認
で
き
る
。
以
下
、「
古
書
翰
」・「
賜

文
」・「
先
世
自
書
」・「
先
世
手
作
」・「
先
世
文
章
」・「
先
世
故
物
」・「
伝
授
書

目
」・「
印
章
」・「
著
述
書
」・「
挂
幅
書
画
」・「
文
章
」・「
物
産
」
に
区
分
さ
れ
、

書
名
や
名
称
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
印
章
は
、
清
以
前
の
藩
主
が
用
い
た
「
先
世

印
」
と
、
清
が
用
い
た
「
今
印
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
当
初
印

章
の
合
計
は
、
七
十
九
顆
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
楽
歳
堂
書
目
巻
記
シ
有
之
御
書
物

板
（
寛
政
十
二
年
）」
と
同
一
で
あ
り
、『
御
家
乗
』
の
書
き
始
め
の
年
が
近
い
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。
な
お
、「
楽
歳
堂
書
目
巻
記
シ
有
之
御
書
物
板（
文
化
十
五
年
）

（
9
）」

に
は
、
印
章
九
十
四
顆
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
今
印
」
が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
と
考
え
る
。「
先
世
印
」
は
合
計
十
七
顆
の
ま
ま
で
、
経
年
に
よ
る
変

化
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

（
久
家
）

二

松
浦
清
の
使
用
印
と
印
影

本
章
で
は
、『
御
家
乗
』
に
最
も
多
く
印
影
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
清
の
印
章
に

つ
い
て
触
れ
た
い
。
研
究
史
上
、
重
要
視
さ
れ
る
平
戸
藩
主
で
あ
る
清（
10
）に

つ
い
て
、

彼
の
印
章
と
蒐
集
品
に
捺
さ
れ
た
印
影
に
つ
い
て
、
詳
細
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に

意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

清
が
使
用
し
た
代
表
的
な
印
章
に
は
、
次
の
も
の
が
知
ら
れ
る
。

（
イ
）「
平
戸
藩
蔵
書
」
印

（
ロ
）「
子
孫
永
宝
」
印

（
ハ
）「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印

（
ニ
）「
感
恩
斎
」
印
（
ま
た
は
、「
感
恩
書
斎
」
印
、「
感
恩
斎
記
」
印
、「
感
恩

斎
記
録
」
印
）

（
ホ
）「
源
朝
臣
清
」
印
（
ま
た
は
、「
源
清
之
印
」
印
、「
源
清
」
印
）

（
ヘ
）「
平
戸
藩
蔵
」
印

楽
歳
堂
は
清
が
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
創
設
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
文

庫
で
あ
る
。（
イ
）・（
ロ
）・（
ハ
）
に
つ
い
て
は
、
平
戸
藩
家
臣
が
記
し
た
『
平

戸
藩
楽
歳
堂
蔵
書
目
録（
11
）』
の
序
文
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
序
文
は
清
が
述
べ

た
こ
と
を
家
臣
が
ま
と
め
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
云
若
夫
毎
巻
、
以
平

戸
藩
蔵
書
、
子
孫
永
宝
、
楽
歳
堂
図
書
記
、
三
印
為
記
者
、
蓋
恐
他
之
所
蔵
混
雑

也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
混
在
を
防
ぐ
た
め
に
、
楽
歳
堂
に
収
蔵
さ
れ
る
書
画
・

書
物
に
は
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・「
子
孫
永
宝
」
印
・「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
を
捺

す
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
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感
恩
斎
は
江
戸
に
造
ら
れ
た
書
庫
で
あ
る
。
感
恩
斎
に
収
め
ら
れ
た
も
の
に
は

（
ニ
）
が
捺
さ
れ
た
。

（
ホ
）
と
（
ヘ
）
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
捺
さ
れ
た
か
不
明
で
あ

る
。
た
だ
し
、『
御
家
乗
』
に
よ
れ
ば
、（
ホ
）
の
よ
う
な
自
ら
の
名
を
表
し
た
印

章
は
「
印
信
」
に
分
類
さ
れ
、
用
途
を
限
定
し
な
い
認
印
の
よ
う
な
位
置
付
け
で

あ
ろ
う
か
。
一
方
、（
ヘ
）
は
「
図
書
印
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
蔵
書
印
と
し

て
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
下
、
第
三
章
に
掲
載
す
る
表
を
参
照
し
な
が
ら
、
論
を
進
め
る
。
特
に
断
ら

な
い
限
り
、
印
影
の
番
号
は
表
の
番
号
と
一
致
す
る
。

◆
（
イ
）「
平
戸
藩
蔵
書
」
印

印
章
は
三
顆
伝
わ
っ
て
い
る
一
方
で
、
印
影
は
『
御
家
乗
』
に
五
種
類
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

五
種
類
の
印
影
は
、「
長
方
形
タ
イ
プ
」
の
二
顆
（
72
番
・
79
番
）
と
、「
正
方

形
タ
イ
プ
」
の
三
顆
（
77
番
・
85
番
・
119
番
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。

長
方
形
タ
イ
プ
に
は
違
い
が
見
ら
れ
な
い
が
、「
正
方
形
タ
イ
プ
」
の
う
ち
、

77
番
／
85
番
・
119
番
で
、「
藩
」
の
「
さ
ん
ず
い
」
の
形
状
及
び
「
蔵
」
字
が
異

な
る
。
す
な
わ
ち
、
77
番
は
「
さ
ん
ず
い
」
に
曲
線
が
あ
り
、「
蔵
」
字
を
用
い

る
の
に
対
し
、
85
番
・
119
番
は
「
さ
ん
ず
い
」
が
直
線
的
で
あ
り
、「

」
字
を

用
い
る
。

こ
の
五
種
類
の
印
影
を
便
宜
的
に
、
Ａ
「
長
方
形
タ
イ
プ
」（
72
番
・
79
番
）、

Ｂ
「
正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」」（
77
番
）、
Ｃ
「
正
方
形
タ
イ
プ
「

」」（
85
番
・

119
番
）
の
三
タ
イ
プ
に
分
け
て
、
解
説
を
加
え
る
。

Ａ

長
方
形
タ
イ
プ

72
番
…
図
1
。
前
川
虚
舟（
12
）刻
。
銅
製
。
鈕
が
連
環
に
な
っ
て
い
る
。
製
作
年
は
不

明
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
が
残
っ
て
い
る
。

73
番
「
子
孫
永
宝
」
印
・
74
番
「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
・
75
番
「
楽
歳
堂

図
書
記
」
印
と
と
も
に
、「
以
上
四
顆
蔵
書
記
章
也
、
凡
楽
歳
堂
中
所
在
書

毎
巻
押
此
」
と
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
御
家
乗
』
編
纂
時

に
楽
歳
堂
蔵
書
印
と
し
て
用
い
る
セ
ッ
ト
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。

た
だ
し
、
お
そ
ら
く
、
本
来
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
ま
で
は
、
本
印

章
・
73
番
・
74
番
の
三
顆
で
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
75
番
は
74
番
焼
失
後
に
補
っ

た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
現
状
、
本
印
章
と
73
番
が
一
つ
の
箱
に
収
納
さ
れ

（
文
政
元
年
に
焼
失
し
た
74
番
を
収
め
て
い
た
ス
ペ
ー
ス
は
空
い
て
い
る
）、

75
番
が
別
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
推
測
さ
れ
る
。

79
番
…
図
2
。
製
作
者
不
明
。
磁
器
製
。
鈕
は
な
い
が
、
白
雲
文
が
彫
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
は
残
っ
て
い
な
い
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
72
番
を
模
刻
し
た
も
の
。
模
刻
し
た
理
由
は

不
明
だ
が
、
72
番
が
摩
耗
し
た
た
め
か
と
考
え
ら
れ
る
。

図1 72番

図2 79番

Ｂ

正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」

77
番
…
図
3
。
前
川
虚
舟
刻
。
磁
器
製
。
鈕
に
は
蝦
蟆
（
ガ
マ
）
が
表
さ
れ
て
い

る
。
後
述
の
理
由
に
よ
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
先
所
刻
之
平
戸
藩
蔵
書
子
孫
永
宝
之
二
印
、
磨
滅
、
天
明
六
年
丙
午
春

平戸藩主の印章
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刻
此
印
為
記
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
印
章
よ
り
以
前
に
使
用
し
て
い
た「
平

戸
藩
蔵
書
」
印
が
あ
っ
て
（
た
だ
し
、
印
章
・
印
影
と
も
に
伝
わ
っ
て
い
な

い
）、
そ
れ
が
磨
滅
し
た
た
め
に
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
春
に
製
作

し
た
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
印
章
の
前
段
階
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
は
、
楽
歳
堂

が
創
設
さ
れ
た
と
さ
れ
る
安
永
八
年
（
推
定
）
か
ら
天
明
六
年
春
ま
で
使
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
本
印
章
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
焼
失
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。

『
甲
子
夜
話
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
火
災
は
十
月
七
日
に
発
生
し
、
こ
の
火
災

に
よ
り
、
本
所
に
あ
っ
た
平
戸
藩
下
屋
敷
が
焼
失
し
て
い
る（
13
）。

『
御
家
乗
』
及
び
『
甲
子
夜
話
』
の
記
載
か
ら
、
正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」

の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
は
、
天
明
六
年
春
か
ら
文
政
元
年
十
月
七
日
ま
で
使

用
さ
れ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
も
し
、
前
段
階
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
本
印
章
と
が
同
じ
形

状
の
印
面
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」

印
の
印
影
は
、
最
も
遡
っ
て
安
永
八
年
（
推
定
）
か
ら
、
文
政
元
年
十
月
七

日
ま
で
の
間
に
捺
さ
れ
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

図3 77番

Ｃ

正
方
形
タ
イ
プ
「

」

85
番
…
図
4
。
晋
斎
通（
14
）刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章

が
残
っ
て
い
る
。

77
番
が
文
政
元
年
に
焼
失
し
た
た
め
、
翌
年
春
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
述
の
よ
う
に
「
蔵
」
の
字
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
77
番
の
完

全
な
模
刻
で
は
な
い
。「
所
蔵
図
書
時
或
押
之
、
非
常
用
之
者
也
」
と
説
明

さ
れ
る
よ
う
に
、
蔵
書
時
に
捺
す
も
の
で
あ
る
が
、
常
用
の
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
位
置
付
け
の
印
章
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

119
番
…
図
5
。
晋
斎
通
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章

が
残
っ
て
い
る
。

118
番
「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
・
120
番
「
子
孫
永
宝
」
印
・
121
番
「
平
戸
藩

蔵
」
印
と
と
も
に
、
平
戸
城
保
管
分
と
し
て
、
文
政
七
年
四
月
に
製
作
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
顆
は
現
在
も
セ
ッ
ト
と
し
て
一
つ
の
箱
に
収
め
ら
れ

て
伝
わ
っ
て
お
り
、
四
顆
と
も
に
素
材
と
鈕
の
形
状
が
同
一
で
あ
る
。

こ
れ
ら
平
戸
城
保
管
分
の
四
顆
に
対
し
て
、「
前
印
者
在
于
江
都
邸
」
と

説
明
さ
れ
る
。「
前
印
」
が
示
す
具
体
的
内
容
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、

本
印
章
以
外
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
は
本
所
の
下
屋
敷
で
保
管
、
使
用
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、「

」
の
字
が
用
い
ら
れ
る
正
方
形
タ
イ
プ
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」

印
の
う
ち
、
江
戸
保
管
分
の
85
番
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
文
政
二
年
春
か
ら
、

最
長
で
清
が
死
去
す
る
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
六
月
二
十
九
日
ま
で
の

間
に
捺
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
119
番
の
使
用
時
期
は
、
文
政
七
年
四
月
か
ら
、
最
長
で
天
保
十
二

年
六
月
二
十
九
日
ま
で
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
印
文
や
印
影
の
形
状
が
85
番

と
見
分
け
が
つ
か
ず
、
正
方
形
タ
イ
プ
「

」
の
印
影
だ
け
で
使
用
時
期
と

使
用
場
所
を
厳
密
に
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
清
が
文
化
三
年
に
隠
居
し
て
以
降
、
平
戸
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
た
め
、
119
番
な
ど
平
戸
保
管
分
四
顆
を
自
ら
が
捺
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
紛
失
や
焼
失
に
備
え
る
た
め
か
、
も
し
く
は
自
身
に
代
わ
っ

て
家
臣
な
ど
に
捺
さ
せ
る
た
め
に
製
作
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。

図4 85番

図5 119番

◆
（
ロ
）「
子
孫
永
宝
」
印

印
章
は
三
顆
伝
わ
っ
て
い
る
一
方
で
、
印
影
は
『
御
家
乗
』
に
五
種
類
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

五
種
類
の
印
影
は
、
陽
刻
の
三
顆
（
73
番
・
78
番
・
80
番
）
と
、
陰
刻
の
二
顆

（
86
番
・
120
番
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
陽
刻
の
も
の
の
う
ち
、「
孫
」

及
び
「
永
」
の
字
の
違
い
で
、
73
番
・
80
番
／
78
番
と
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
五
種
類
の
印
影
を
便
宜
的
に
、
Ａ
「
陽
刻
α
タ
イ
プ
」（
73
番
・
80
番
）、

Ｂ
「
陽
刻
β
タ
イ
プ
」（
78
番
）、
Ｃ
「
陰
刻
タ
イ
プ
」（
86
番
・
120
番
）
の
三
タ

イ
プ
に
分
け
て
解
説
す
る
。

Ａ

陽
刻
α
タ
イ
プ

73
番
…
図
6
。
前
川
虚
舟
刻
。
銅
製
。
鈕
が
連
環
に
な
っ
て
い
る
。
製
作
年
は
不

明
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
が
残
っ
て
い
る
。

内
容
は
、
先
述
の
72
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
割
愛

す
る
。

80
番
…
図
7
。
製
作
者
不
明
。
磁
器
製
。
鈕
は
な
い
が
、
白
雲
文
が
彫
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
は
残
っ
て
い
な
い
。

内
容
は
先
述
の
79
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
同
様
。
本
印
章
は
寛
政
三
年

に
73
番
を
模
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

図6 73番

図7 80番

Ｂ

陽
刻
β
タ
イ
プ

78
番
…
図
8
。
前
川
虚
舟
刻
。
磁
器
製
。
鈕
に
は
蝦
蟆
（
ガ
マ
）
が
表
さ
れ
て
い

る
。
天
明
六
年
の
春
に
製
作
さ
れ
た
。
77
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
と
も
に
、

文
政
元
年
に
焼
失
し
た
た
め
、
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
は
残
っ
て
い
な
い
。

本
印
章
に
付
さ
れ
た
説
明
に
よ
る
と
、
77
番
と
同
じ
く
、
本
印
章
よ
り
以

前
に
使
用
し
て
い
た
「
子
孫
永
宝
」
印
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

陽
刻
β
タ
イ
プ
の
「
子
孫
永
宝
」
印
は
、
正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」
の
「
平

戸
藩
蔵
書
」
印
と
同
様
、
天
明
六
年
春
か
ら
文
政
元
年
十
月
七
日
ま
で
使
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
、
前
段
階
の
「
子
孫
永
宝
」
印
と
本
印
章
と
が
同
じ
形
状
の
印
面
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
陽
刻
β
タ
イ
プ
の「
子
孫
永
宝
」印
の
印
影
は
、
最
も
遡
っ

て
安
永
八
年
（
推
定
）
か
ら
、
文
政
元
年
十
月
七
日
ま
で
の
間
に
捺
さ
れ
た
、

と
判
断
さ
れ
る
。
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図8 78番

Ｃ

陰
刻
タ
イ
プ

86
番
…
図
9
。
晋
斎
通
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章

が
残
っ
て
い
る
。

内
容
は
先
述
の
85
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
同
様
。
78
番
が
文
政
元
年
に

焼
失
し
た
た
め
、
翌
年
春
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

120
番
…
図
10
。
晋
斎
通
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章

が
残
っ
て
い
る
。

内
容
は
、
先
述
の
119
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
同
様
で
、
平
戸
城
保
管
分

と
し
て
、
文
政
七
年
四
月
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

陰
刻
タ
イ
プ
の
「
子
孫
永
宝
」
印
の
印
影
の
う
ち
、
江
戸
保
管
分
の
86
番

の
印
影
に
つ
い
て
は
、
文
政
二
年
春
か
ら
、
最
長
で
清
が
死
去
す
る
天
保
十

二
年
（
一
八
四
一
）
六
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
捺
さ
れ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
陰
刻
タ
イ
プ
の
印
影
だ
け
見
て
、
86
番
か
120
番
か
を
区
別
す
る

こ
と
は
、
や
は
り
困
難
で
あ
る
。

図9 86番

図10 120番

◆
（
ハ
）「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印

印
章
は
三
顆
伝
わ
っ
て
い
る
一
方
で
、
印
影
は
『
御
家
乗
』
に
四
類
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

四
種
類
の
印
影
は
、
縦
長
の
長
方
形
で
字
配
り
が「
楽
歳
堂
／
図
書
記
」と
な
っ

て
い
る
一
顆（
74
番
）と
、
横
長
の
長
方
形
で
字
配
り
が「
楽
歳
／
堂
図
／
書
記
」

と
な
っ
て
い
る
三
顆
（
75
番
・
76
番
・
118
番
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
横
長
の
長
方

形
の
三
顆
は
、
そ
の
字
体
の
違
い
で
、
75
番
／
76
番
・
118
番
と
の
二
種
類
に
分
け

ら
れ
る
。

こ
の
四
種
類
の
印
影
を
便
宜
的
に
、
Ａ
「
縦
長
タ
イ
プ
」（
74
番
）、
Ｂ
「
横
長

α
タ
イ
プ
」（
75
番
）、
Ｃ
「
横
長
β
タ
イ
プ
」（
76
番
・
118
番
）
の
三
タ
イ
プ
に

分
け
て
解
説
す
る
。

Ａ

縦
長
タ
イ
プ

74
番
…
図
11
。
前
川
虚
舟
刻
。
銅
製
。
鈕
に
亀
が
表
さ
れ
て
い
た
。
製
作
年
は
不

明
。
後
述
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
は
残
っ
て
い
な
い
。

先
述
の
72
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
の
解
説
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
印
章
は

72
番
と
73
番
「
子
孫
永
宝
」
印
と
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
文
政

元
年
の
火
災
で
焼
失
し
た
。

本
印
章
は
「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
と
思
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わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
他
の
「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
が

本
印
章
よ
り
も
後
で
製
作
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
本
印
章
の
使
用
時
期
は
、
最
も
遡
っ
て
安
永
八
年
（
推
定
）

か
ら
、
焼
失
す
る
文
政
元
年
十
月
七
日
ま
で
、
と
な
る
。

図11 74番

Ｂ

横
長
α
タ
イ
プ

75
番
…
図
12
。
平
戸
藩
の
職
人
が
製
作
し
た
も
の
。
銅
製
。
鼻
鈕
（
穴
が
あ
け
ら

れ
た
鈕
）。
製
作
年
は
不
明
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章
が
残
っ
て
い
る
。

焼
失
し
た
74
番
を
補
う
た
め
に
製
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
製
作
理

由
は
分
か
ら
な
い
。

筆
者
ら
に
よ
る
調
査
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
清
の
蒐
集
品
に
こ
の
横
長

α
タ
イ
プ
が
捺
さ
れ
た
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い（
15
）。
使
用
す
る
こ
と
よ
り

も
、「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と
「
子
孫
永
宝
」
印
と
と
も
に
保
管
す
る
こ
と
に

意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
清
の
気
に
入
ら
ず
、
使
用
し
な
か
っ
た
の

か
、
判
然
と
し
な
い
。

図12 75番

Ｃ

横
長
β
タ
イ
プ

76
番
…
図
13
。
晋
斎
通
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章

が
残
っ
て
い
る
。

74
番
の
説
明
に
は
、「
此
印
（
74
番
の
こ
と
）
戊
寅
之
災
焚
已
、
因
明
年

改
造
見
上
」
と
あ
り
、
欄
外
に
貼
紙
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
本
印
章
の
印
影

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
74
番
が
文
政
元
年
に
焼
失
し
た
た
め
、
翌
年
に
製
作
し

た
の
が
本
印
章
で
あ
る
。

製
作
年
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
85
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・
86
番
「
子
孫

永
宝
」
印
と
同
じ
篆
刻
者
、
製
作
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
三
顆
は
、
同
じ

タ
イ
ミ
ン
グ
（
文
政
二
年
春
）
で
製
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
印
章
が
85

番
・
86
番
と
同
じ
箱
に
収
め
ら
れ
て
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が

裏
付
け
ら
れ
る
。

い
つ
ま
で
使
用
し
た
の
か
の
情
報
は
な
い
。
使
用
期
間
は
、
文
政
二
年
春

か
ら
、
最
長
で
清
が
死
去
す
る
天
保
十
二
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
る
。

118
番
…
図
14
。
晋
斎
通
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
印
章

が
残
っ
て
い
る
。

119
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・
120
番
「
子
孫
永
宝
」
印
と
同
じ
く
、
平
戸
城
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保
管
分
の
四
顆
の
う
ち
の
一
つ
で
、
文
政
七
年
四
月
に
製
作
し
た
も
の
で
あ

る
。

図13 76番

図14 118番

◆
（
ニ
）「
感
恩
斎
」
印

印
章
は
一
顆
残
っ
て
お
り
、
対
応
す
る
印
影
（
81
番
）
が
『
御
家
乗
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

『
御
家
乗
』
に
は
他
に
、
37
番
「
感
恩
書
斎
」
印
、
38
番
「
感
恩
斎
」
印
、
43

番
「
感
恩
斎
」
印
、
44
番
「
感
恩
斎
記
」
印
、
87
番
「
感
恩
斎
記
録
」
印
が
あ
る
。

以
下
、
一
つ
ず
つ
確
認
す
る
。

37
番
…
「
五
島
侯
」（
五
島
盛
運
か
）
刻
。
蠟
石
製
。
鈕
に
蓮
華
が
表
さ
れ
て
い

る
。
製
作
年
不
明
。

38
番
…
源
逸（
16
）刻
。
蠟
石
製
。
鈕
に
蓮
華
が
表
さ
れ
て
い
る
。
製
作
年
は
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）。

43
番
…
山
景
順（
17
）刻
。
白
蠟
石
製
。
反
対
面
に
は
、
陰
刻
で
「
雪
守
」
と
刻
さ
れ
て

い
る
。
製
作
年
不
明
。

44
番
…
山
景
順
刻
。
日
光
の
蠟
石
製
。
鈕
と
製
作
年
の
情
報
は
な
く
不
明
。

81
番
…
稲
毛
直
道（
18
）刻
。
銅
製
。
鈕
に
魚
が
表
さ
れ
て
い
る
。
製
作
年
は
文
化
六
年
。

こ
の
印
影
の
右
に
あ
る
貼
紙
に
は
、「
文
化
六
年
己
巳
刻
、
江
戸
邸
蔵
書

押
之
」
と
あ
り
、
本
印
章
が
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
蔵
書
に
捺
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

な
お
、
本
印
章
は
現
在
、
85
番「
平
戸
藩
蔵
書
」印
・
86
番「
子
孫
永
宝
」

印
・
76
番
「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
と
同
じ
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

87
番
…
源
逸
刻
。
蠟
石
製
。
鈕
に
獅
子
が
表
さ
れ
て
い
る
。
製
作
年
は
寛
政
元
年
。

◆
（
ホ
）「
源
朝
臣
清
」
印

『
御
家
乗
』
に
は
、
次
の
五
種
類
の
印
影
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
源
朝
臣
清
」
印
が
三
顆
（
27
番
・
28
番
・
41
番
）、「
源
清
之
印
」
印
が
一
顆

（
29
番
）、「
源
清
」
印
が
一
顆
（
46
番
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
印
文
を

持
つ
印
章
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
一
つ
ず
つ
確
認
す
る
。

27
番
…
高
芙
蓉（
19
）刻
。
白
蠟
石
製
。
鈕
に
蛟
が
表
さ
れ
て
い
る
。
製
作
年
不
明
だ
が
、

最
も
遡
っ
て
、
清
が
家
督
を
継
ぐ
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
か
ら
、
高
芙
蓉

が
死
去
す
る
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
ま
で
の
間
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

28
番
…
前
川
虚
舟
刻
。
白
蠟
石
製
。
鈕
に
蛟
が
表
さ
れ
て
い
る
。
製
作
年
は
不
明
。

29
番
…
山
景
順
刻
。
白
蠟
石
製
。
反
対
面
に
は
、
清
の
字
で
あ
る
「
小
白
」
が
陽

刻
で
刻
さ
れ
て
い
る
。
製
作
年
不
明
。

41
番
…
山
景
順
刻
。
白
蠟
石
製
。
反
対
面
に
は
、
陽
刻
で
「
字
小
白
」
と
刻
さ
れ

て
い
る
。
製
作
年
不
明
。
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46
番
…
製
作
者
不
明
。
象
牙
製
。
反
対
面
に
は
、
陽
刻
で
「
覧
」
と
刻
さ
れ
て
い

る
。
寛
政
二
年
の
春
の
製
作
さ
れ
た
も
の
。

前
四
顆
が
「
印
信
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
本
印
章
は
「
印
篭
常
佩
之

章
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
常
に
携
帯
し
た
印
章
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
背

面
に
「
覧
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
確
認
の
印
と
し
て
用
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

◆
（
ヘ
）「
平
戸
藩
蔵
」
印

印
章
が
二
顆
残
っ
て
お
り
、『
御
家
乗
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
印
影

（
88
番
・
121
番
）
が
掲
載
さ
れ
る
。
な
お
、
88
番
と
121
番
は
印
面
と
サ
イ
ズ
が
同

じ
で
あ
る
。

88
番
…
源
逸
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。

本
印
章
の
説
明
に
よ
る
と
、「
蔵
書
之
押
印
、
戊
寅
焼
、
因
又
新
造
一
印

〈
刻
人
同
上
〉」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
印
章
よ
り
先
に
存
在
し
て
い
た
「
平

戸
藩
蔵
」
印
が
、
文
政
元
年
十
月
七
日
の
火
災
で
焼
失
し
た
た
め
、
本
印
章

が
作
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
印
章
の
具
体
的
な
製
作
年
は
不
明
だ
が
、

85
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・
86
番
「
子
孫
永
宝
」
印
・
76
番
「
楽
歳
堂
図
書

記
」
印
と
同
じ
箱
に
収
め
ら
れ
て
、
伝
わ
っ
て
い
る
た
め
、
文
政
二
年
に
製

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

121
番
…
晋
斎
通
刻
。
銅
製
。
鈕
の
情
報
は
な
い
。

平
戸
城
保
管
分
四
顆
の
う
ち
の
一
顆
で
、
文
政
七
年
に
製
作
さ
れ
た
も
の
。

本
章
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・「
子
孫
永
宝
」
印
・「
楽

歳
堂
図
書
記
」
印
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
と
、
今
後
の
課
題
を
ま
と

め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
に
つ
い
て
。
印
面
か
ら
、「
長
方
形
タ
イ
プ
」（
72

番
・
79
番
）、「
正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」」（
77
番
）、「
正
方
形
タ
イ
プ
「

」」（
85

番
・
119
番
）
の
三
タ
イ
プ
に
区
分
し
た
。

長
方
形
タ
イ
プ
の
使
用
期
間
は
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
楽
歳
堂
を
創
設
し

た
頃
か
ら
使
い
始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
寛
政
三
年
に
模
刻
し
た
79

番
が
残
っ
て
い
な
い
理
由
も
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
火
災
で
焼
失
し
た
の
か
、
破

損
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」
の
使
用
期
間
は
、
天
明
六
年
春
か
ら
文
政
元
年
十
月
七

日
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
段
階
の
正
方
形
タ
イ
プ「
蔵
」の「
平
戸
藩
蔵
書
」

印
が
、
天
明
六
年
春
に
製
作
し
た
印
章
と
同
じ
印
面
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
場
合
は
、

始
点
を
さ
ら
に
遡
っ
て
、
楽
歳
堂
を
創
設
し
た
安
永
八
年
（
推
定
）
か
ら
と
考
え

る
必
要
も
あ
る
。

正
方
形
タ
イ
プ
「

」
は
、
江
戸
保
管
分
と
平
戸
保
管
分
の
二
顆
が
存
在
し
た
。

江
戸
保
管
分
の
使
用
期
間
は
、
文
政
二
年
春
か
ら
、
最
長
で
清
が
死
去
す
る
天
保

十
二
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
と
判
断
さ
れ
る
。
江
戸
保
管
分
の
印
影
と
平
戸
保
管

分
の
印
影
を
見
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
文
政
二
年
春
か
ら
文
政
七
年
四

月
ま
で
は
、
清
自
身
が
江
戸
保
管
分
を
使
用
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

次
に
、「
子
孫
永
宝
」印
に
つ
い
て
。
印
面
か
ら
、「
陽
刻
α
タ
イ
プ
」（
73
番
・

80
番
）、「
陽
刻
β
タ
イ
プ
」（
78
番
）、「
陰
刻
タ
イ
プ
」（
86
番
・
120
番
）
の
三
タ

イ
プ
に
区
分
し
た
。

「
子
孫
永
宝
」
印
は
、「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
の
来
歴
と
符
号
す
る
。
つ
ま
り
、

陽
刻
α
タ
イ
プ
は
長
方
形
タ
イ
プ
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
に
、
陽
刻
β
タ
イ
プ
は

正
方
形
タ
イ
プ
「
蔵
」
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
に
、
陰
刻
タ
イ
プ
は
正
方
形
タ
イ

プ
「

」
の
「
平
戸
藩
蔵
書
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
符
合
す
る
。

平戸藩主の印章
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印章名 タイプ 番号 『御家乗』印面画像 使用期間

72番
安永8年（1779）？～
天保12年（1841）6月29日？

79番
寛政3年（1791）～
天保12年（1841）6月29日？

正方形タイプ「蔵」 77番
（安永8年（1779）？～）
天明6年（1786）～
文政元年（1818）10月7日

85番
文政2年（1819）春～
天保12年（1841）6月29日？

119番
文政7年（1824）～
天保12年（1841）6月29日？

73番
安永8年（1779）？～
天保12年（1841）6月29日？

80番
寛政3年（1791）～
天保12年（1841）6月29日？

陽刻βタイプ 78番
（安永8年（1779）？～）
天明6年（1786）～
文政元年（1818）10月7日

86番
文政2年（1819）春～
天保12年（1841）6月29日？

120番
文政7年（1824）～
天保12年（1841）6月29日？

縦長タイプ 74番
安永8年（1779）？～
文政元年（1818）10月7日

横長αタイプ 75番
？～
？

76番
文政2年（1819）春～
天保12年（1841）6月29日？

118番
文政7年（1824）～
天保12年（1841）6月29日？

「楽歳堂図書記」印

「子孫永宝」印

「楽歳堂図書記」印

長方形タイプ

正方形タイプ「 」

陽刻αタイプ

陰刻タイプ

横長βタイプ

安永8 天明6 寛政3 文政元 文政2 文政7 天保12

最
後
に
、「
楽
歳
堂
図
書
記
」印
に
つ
い
て
。
印
面
か
ら
、「
縦
長
タ
イ
プ
」（
74

番
）、「
横
長
α
タ
イ
プ
」（
75
番
）、「
横
長
β
タ
イ
プ
」（
76
番
・
118
番
）
の
三
タ

イ
プ
に
区
分
し
た
。

縦
長
タ
イ
プ
の
使
用
期
間
は
不
明
だ
が
、
い
つ
ま
で
使
用
し
た
か
が
判
明
す
る

点
で
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
最
も
遡
っ
て
安
永
八
年
頃
か
ら
、

焼
失
す
る
文
政
元
年
十
月
七
日
ま
で
、
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

74
番
「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
（
縦
長
タ
イ
プ
）
が
72
番
「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
と

73
番
「
子
孫
永
宝
」
印
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
72
番
と
73
番
も
同

様
に
、
最
も
遡
っ
て
安
永
八
年
頃
か
ら
使
用
が
開
始
さ
れ
た
と
判
断
で
き
そ
う
で

あ
る
。

横
長
α
タ
イ
プ
は
興
味
深
い
印
章
で
あ
る
。
製
作
さ
れ
、
現
存
す
る
も
の
の
、

現
在
ま
で
に
捺
さ
れ
た
印
影
を
発
見
で
き
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

横
長
β
タ
イ
プ
は
、
江
戸
保
管
分
と
平
戸
保
管
分
の
二
顆
が
存
在
す
る
。
江
戸

保
管
分
に
つ
い
て
は
、
使
用
期
間
が
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
状
況
か
ら
、
使

用
期
間
は
文
政
二
年
春
か
ら
、
最
長
で
清
が
死
去
す
る
天
保
十
二
年
六
月
二
十
九

日
ま
で
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・「
子
孫
永
宝
」
印
・「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
の
タ
イ
プ
分

け
を
も
っ
て
、
清
の
蒐
集
品
に
捺
さ
れ
た
印
影
を
分
析
し
、
蒐
集
品
の
制
作
年
代

や
書
写
年
代
な
ど
か
ら
、
使
用
期
間
や
使
い
分
け
の
違
い
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る

が
、
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
稿
を
改
め
た
い
。
し
か
し
、
江
戸
保
管
分
と

平
戸
保
管
分
の
違
い
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
り
得
る
こ
と
を
、
最
後
に
一
点

だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。

清
の
蒐
集
品
の
蔵
書
印
を
確
認
す
る
と
、
正
方
形
タ
イ
プ
「

」
の
「
平
戸
藩

蔵
書
」
印
、
陰
刻
タ
イ
プ
の
「
子
孫
永
宝
」
印
、
横
長
β
タ
イ
プ
の
「
楽
歳
堂
図

書
記
」印
に
は
、
蒐
集
品
に
直
接
捺
さ
れ
た
も
の
と
、
印
影
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ

て
蒐
集
品
に
貼
り
付
け
た
も
の
と
が
存
在
す
る
。
モ
ノ
に
よ
っ
て
は
、「
平
戸
藩

蔵
書
」
印
・「
子
孫
永
宝
」
印
・「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
三
つ
全
て
揃
っ
て
い
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
か
二
つ
、
あ
る
い
は
一
つ
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
だ
が
、

管
見
で
は
、
直
接
捺
印
と
貼
紙
は
混
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、

「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
・「
子
孫
永
宝
」
印
・「
楽
歳
堂
図
書
記
」
印
が
三
つ
あ
る
場

合
、「
平
戸
藩
蔵
書
」
印
が
直
接
捺
印
で
あ
る
一
方
で
、「
子
孫
永
宝
」
印
と
「
楽 （表）印章のタイプと使用期間
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歳
堂
図
書
記
」
印
が
貼
紙
で
あ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
存
在
し
な
い
。
全
て
が
直

接
捺
印
か
、
全
て
が
貼
紙
か
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

蒐
集
品
に
直
接
捺
印
し
得
る
の
は
清
し
か
い
な
い
た
め
、
直
接
捺
印
の
パ
タ
ー

ン
は
江
戸
に
い
る
清
が
江
戸
保
管
分
を
自
身
で
捺
し
た
も
の
、
一
方
で
貼
紙
の
パ

タ
ー
ン
は
平
戸
に
い
る
家
臣
ら
が
清
に
代
わ
っ
て
、
平
戸
保
管
分
を
別
の
紙
に
捺

し
、
そ
れ
を
切
り
取
っ
て
楽
歳
堂
の
蔵
書
に
貼
っ
た
も
の
、
と
想
定
が
で
き
そ
う

だ
が
、
そ
れ
を
結
論
付
け
ら
れ
る
材
料
は
現
在
持
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

三

『
御
家
乗
』
記
載
の
印
影

次
に
掲
げ
る
の
は
、『
御
家
乗
』
の
「
印
章
」
項
の
頁
と
、
本
稿
で
扱
っ
て
き

た
印
影
の
表
で
あ
る
。

印
影
の
表
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
く
。
表
中
の
「
―
」
は
該
当
情
報
な
し
と

い
う
意
で
あ
る
。
ま
た
、「
／
」
は
墨
書
等
の
改
行
を
示
し
て
い
る
。

左
の
項
目
か
ら
、

・
番
号

・
大
分
類
―
『
御
家
乗
』
の
記
載
に
合
わ
せ
て
、「
先
世
印
」（
清
の
先
代
の
使
用

印
）
と
「
今
印
」（
清
の
使
用
印
）
と
し
た
。

・
小
分
類
―
『
御
家
乗
』
の
記
載
に
合
わ
せ
た
。
逸
巌
公
は
篤
信
、
安
靖
公
は
誠

信
で
あ
る
。

・
印
主
―
印
章
の
使
用
者
。

・『
御
家
乗
』
画
像
―
印
影
部
分
を
拡
大
し
た
画
像
。

・
対
応
印
の
画
像
―
松
浦
史
料
博
物
館
に
伝
わ
る
印
章
の
印
面
部
分
を
拡
大
し
た

画
像
。

・
松
浦
史
料
博
物
館
什
器
類
番
号
―
松
浦
史
料
博
物
館
に
伝
わ
る
印
章
は
「
什
器

類
」
に
分
類
さ
れ
る
。

・
印
文
―
印
文
を
記
載
し
た
。
解
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
は
「
■
」
と
し
た
。

・
直
接
捺
印
／
貼
紙
―
印
面
が
『
御
家
乗
』
の
帳
面
に
直
接
捺
印
さ
れ
た
も
の
か
、

貼
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
か
の
区
別
を
し
た
。

・
印
影
色
―
『
御
家
乗
』
の
印
影
の
色
を
記
載
し
た
。

・
陰
陽
―
印
文
が
陰
刻
か
陽
刻
か
を
区
別
し
た
。

・
印
影
法
量
―
『
御
家
乗
』
の
印
影
の
最
大
法
量
を
記
載
し
た
。

・
実
物
の
印
面
法
量
―
対
応
す
る
印
章
の
印
面
の
最
大
法
量
を
記
載
し
た
。

・
素
材
―
『
御
家
乗
』
に
記
載
さ
れ
る
素
材
を
記
載
し
た
。

・
鈕
・
背
面
―
『
御
家
乗
』
に
記
載
さ
れ
る
鈕
や
背
面
の
形
状
や
文
様
に
つ
い
て

記
載
し
た
。
な
お
、『
御
家
乗
』
で
は
鈕
を
「
紐
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、

表
で
は
「
鈕
」
に
統
一
し
て
い
る
。

・
篆
刻
者
名
―
『
御
家
乗
』
に
記
載
さ
れ
る
篆
刻
者
名
を
記
載
し
た
。

・
製
作
年
―
『
御
家
乗
』
に
記
載
さ
れ
た
製
作
年
、
あ
る
い
は
関
連
情
報
か
ら
製

作
年
を
記
載
し
た
。

・
個
別
墨
書
等
―
該
当
の
印
影
に
付
け
ら
れ
た
墨
書
を
記
載
し
た
。

・
備
考
―
各
印
影
に
共
通
す
る
情
報
や
、
欄
外
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
載

し
た
。

（
瓜
生
・
松
浦
）

平戸藩主の印章
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番号 大分類 小分類 印主 『御家乗』画像 対応印の画像1 対応印の画像2 松浦史料
博物館什
器類番号

印文 直接捺印／
貼紙

印影色 陰陽 印影法量
（縦cm×横cm／最大の
法量を採寸）

実物の印面法量
（縦cm×横cm／最大の
法量を採寸）

素材 鈕・背面
（原文では
「紐」）

篆刻者名 製作年 個別墨書等 備考1 備考2

1 先世印 逸巌公印　五
顆

松浦篤信 1174 前面：篤信
背面：封

捺印 前面：黒
背面：黒

前面：陽
背面：陽

前面：1.8×1.7
背面：0.9×0.8

（前面は欠失）
背面：0.9×0.9

牛角 両面刻 - - 「御印牛角／両面
刻」。

2 先世印 逸巌公印　五
顆

松浦篤信 - 1174 篤信 捺印 朱 陰 2.6×2.6 2.7×2.6 蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐」。

3 先世印 逸巌公印　五
顆

松浦篤信 - 1174 図 捺印 朱 陰 2.3×2.6 2.4×2.7 蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐」。

4 先世印 逸巌公印　五
顆

松浦篤信 1174 前面：書
背面：御一笑

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陰
背面：陰

前面：2.4×2.4
背面：2.4×2.4

前面：2.5×2.5
背面：2.5×2.5

蠟石 両面刻 - - 「蠟石／両面刻」。

5 先世印 逸巌公印　五
顆

松浦篤信 1174 前面：笑
背面：戯

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陰
背面：陽

前面：2.0×1.6
背面：2.0×1.9

前面：2.0×1.6
背面：2.0×2.0

蠟石 両面刻 - - 「蠟石／両面刻」。

6 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - 1176 誠信 捺印 黒 陽 1.8×1.8 1.8×1.8 牛角 方鈕 - - 「御印牛角／方
紐」。

7 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - - - 覧済 捺印 黒 陽 1.6×1.6 - 牛角 方鈕 - - 「牛角／方紐」。

8 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - 1176 封 捺印 黒 陽 1.9×1.9 1.8×1.8 牛角 方鈕 - - 「牛角／方紐」。

9 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - - - 見済 捺印 黒 陽 1.6×0.6 - 牛角 方鈕 - - 「牛角／方紐」。

10 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - 1176 封 捺印 黒 陰 1.3×1.2 1.3×1.3 牛角 無鈕 - - 「牛角／無紐」。

11 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - 1176 印 捺印 黒 陽 1.1×1.1 1.2×1.2 牛角 無鈕 - - 「牛角／無紐」。

12 先世印 安靖公印　漆
顆

松浦誠信 - - - 松 捺印 朱 陰 1.1×1.1 - 蠟石 方鈕 - - 「蠟石／方紐」。

13 先世印 逸巌公印　弐
顆

松浦篤信 - 1174 任徒然 捺印 朱 陽 4.4×1.5 4.5×1.6 蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐」。

14 先世印 逸巌公印　弐
顆

松浦篤信 - 1174 戯 捺印 朱 陽 1.8×1.8 1.8×1.8 蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐」。

15 先世印 先世之印　参
顆

松浦誠信 - 1176 儀画 捺印 朱 陽 1.8×1.7 1.8×1.8 砥石 無鈕 - - 「砥石／無紐」。

16 先世印 先世之印　参
顆

松浦誠信 (蓋が外れず) 1176 松風軒 捺印 朱 陽 4.1×1.6 ※参考値（容器の蓋
が外れないため、蓋
の法量）4.3×1.6

蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐」。

17 先世印 先世之印　参
顆

松浦誠信 - 1176 登龍門 捺印 朱 陰 5.5×1.8 5.6×1.9 蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐」。

18 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 嵯峨源氏 捺印 朱 陰 3.0×1.8 - 水晶 - 山景順 天明6年
（1786）

「水晶印／東都山景
順刻」。

19 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - 1168-2 平戸侯 捺印 朱 陰 2.9×2.9 3.0×3.0 水晶 - 山景順 天明6年
（1786）

「水晶印／山景順
刻」。

20 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - 1168-2 壱岐守 捺印 朱 陽 2.9×2.9 2.9×2.9 水晶 - 山景順 天明6年
（1786）

「水晶印／山景順
刻」。

21 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - 1168-1 世封壱岐 捺印 朱 陽 3.0×3.0 3.1×3.2 磁 獅子鈕 前川虚舟 - 「磁印／獅子紐／浪
華前川虚舟刻」。

22 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 松浦氏 捺印 朱 陰 2.9×1.5 - 蠟石 - 五島盛運 - 「蠟石／五島侯近江
守源朝臣盛運刻」。

23 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 柳班第二坐 捺印 朱 陰 6.5×6.5 - 蠟石 背刻鳳 橘茂喬 - 「蠟石／印／背刻／
鳳／東都橘茂喬
刻」。

「以上三顆／慈宮所
賜／天明六年丙午春
刻字」。
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番号 大分類 小分類 印主 『御家乗』画像 対応印の画像1 対応印の画像2 松浦史料
博物館什
器類番号

印文 直接捺印／
貼紙

印影色 陰陽 印影法量
（縦cm×横cm／最大の
法量を採寸）

実物の印面法量
（縦cm×横cm／最大の
法量を採寸）

素材 鈕・背面
（原文では
「紐」）

篆刻者名 製作年 個別墨書等 備考1 備考2

24 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 西藩之鎮 捺印 朱 陰 6.5×6.5 - 蠟石 背刻鳳 源逸 - 「蠟石／印／背刻／
鳳／長崎源逸刻」。

25 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 藩衛■鋒 捺印 朱 陰 3.6×3.6 - 竹 虎鈕 橘茂喬 - 「竹印／虎紐／橘茂
喬刻」。

26 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 清 捺印 朱 陽 2.9×2.9 - 牛角 方鈕 - - 「牛角／方紐／呈官
書牒証状凡当／用印
記者押此印」。

27 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 源朝臣清 捺印 朱 陽 2.3×2.3 - 白蠟石 蛟鈕 高孟彪 - 「白蠟石／蛟紐／平
安高孟彪」。

28 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 源朝臣清 捺印 朱 陰 2.4×2.4 - 白蠟石 蛟鈕 前川虚舟 - 「白蠟石／蛟紐／虚
舟刻」。

29 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 前面：源清之
印
背面：小白

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陰
背面：陽

前面：1.1×1.2
背面：1.1×1.2

- 蠟石 蛟鈕 前川虚舟 - 「連印／蠟石／蛟紐
／虚舟刻」。

30 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 小白 捺印 朱 陽 2.4×2.4 - 白蠟石 蛟鈕 前川虚舟 - 「白蠟石／蛟紐／虚
舟刻」。

31 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 雪州 捺印 朱 陽 3.3×1.8 - 白蠟石 蓮花鈕 前川虚舟 - 「白蠟石／蓮花紐／
虚舟刻」。

32 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - 1168-2 若冲居士 捺印 朱 陰 2.4×2.4 2.4×2.4 蠟石 獅子鈕 源逸（伯氏） - 「蠟石／獅子紐／源
逸刻」。

33 今印 - 松浦清 - - - 清 貼紙 朱 陽 1.5×1.5 - 水晶 - 晋斎通 文政4
（1821）

欄外にあり。

34 今印 - 松浦清 - - - 小白 貼紙 朱 陰 1.1×1.1 - 水晶 - 晋斎通 文政4
（1821）

欄外にあり。

35 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 雪守 捺印 朱 陰 2.3×2.3 - 白蠟石 蛟鈕 高孟彪 - 「白蠟石／蛟紐／高
孟彪刻」。

36 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 雪守 捺印 朱 陽 2.8×1.4 - 蠟石 獅子鈕 高孟彪 - 「蠟石／獅子紐／高
孟彪刻」。

37 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 感恩書斎 捺印 朱 陽 2.5×2.5 - 蠟石 蓮花鈕 五島侯（盛運
か）

- 「蠟石／蓮花紐／五
嶋侯刻」。

38 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 感恩斎 捺印 朱 陽 2.5×2.5 - 蠟石 蓮花鈕 源逸（伯氏） 寛政元年
（1789）

「蠟石／蓮花紐／寛
政元年源逸刻〈時年
／七十八〉」。

39 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 世封壱岐 貼紙 朱 陽 2.8×2.8 - 白蠟石 - 山景順 - 「白蠟石」。

40 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - 1168-1 柳班第二坐 貼紙 朱 陰 3.3×2.2 3.3×2.3 黄蠟石 - 山景順 - 「黄蠟石」。

41 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 前面：源朝臣
清
背面：字小白

貼紙 前面：朱
背面：朱

前面：陽
背面：陽

前面：2.9×2.9
背面：2.8×2.8

- 白蠟石 両面刻 山景順 - 「白蠟石／両面
刻」。

42 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 忠孝之家 貼紙 朱 陽 3.2×1.7 - 白蠟石 - 山景順 - 「白蠟石」。

43 今印 印信　弐拾五
顆（当初「拾
玖」、その後
「弐拾肆」）

松浦清 - - - 前面：感恩斎
背面：雪守

貼紙 前面：朱
背面：朱

前面：陽
背面：陰

前面：2.7×2.7
背面：2.7×2.7

- 白蠟石 両面刻 山景順 - 「白蠟石／両面
刻」。

44 今印 - 松浦清 - - - 感恩斎記 貼紙 朱 陽 1.6×1.6 - 日光蠟石 - 山景順 - 「日光／蠟石」。 欄外にあり。 （貼紙）「山景順篆
刻」。

45 今印 - 松浦清 - - - 詠帰 貼紙 朱 陽 2.1×1.1 - 蠟石 雕花 橘参 - 「蠟石／雕花」。 欄外にあり。 （貼紙）「橘参
刻」。

（貼紙）「文政辛巳
夏改刻」。
（貼紙）「二顆水晶
印」。
（貼紙）「晋斎通
鐫」。

（貼紙）「山景順篆
刻」。

平戸藩主の印章
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番号 大分類 小分類 印主 『御家乗』画像 対応印の画像1 対応印の画像2 松浦史料
博物館什
器類番号

印文 直接捺印／
貼紙

印影色 陰陽 印影法量

法量を採寸）

実物の印面法量

法量を採寸）

素材 鈕・背面
（原文では
「紐」）

篆刻者名 製作年 個別墨書等 備考1 備考2

47 今印 印篭常佩之章
参顆

松浦清 - - - 前面：小白
背面：覧

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陽
背面：陽

前面：1.2×1.2
背面：1.2×1.2

- 象牙 両面刻 - 寛政2年
（1790）

「象牙／両面刻」。

48 今印 印篭常佩之章
参顆

松浦清 - - - 前面：雪州
背面：護封

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陽
背面：陽

前面：1.7×1.1
背面：1.7×1.1

- 象牙 両面刻 - 寛政2年
（1790）

「象牙／両面刻」。

49 今印 覧信印　弐顆 松浦清 - - - 覧 捺印 朱 陽 4.0×4.0 - 牛角 方鈕 - 天明8年
（1788）

「牛角／方紐／天明
八年春製」。

50 今印 覧信印　弐顆 松浦清 1168-4 覧 捺印 黒 陰 1.6×1.5 1.6×1.6 蠟石 無鈕 - - 「蠟石／無紐／常平
所通／用此印」。

該当の印章は両面
刻。

51 今印 - 松浦清 - - - 完信 貼紙 朱 陽 2.1×1.2 - - - - 文化4年
（1807）

- 欄外にあり。

52 今印 - 松浦清 - - - 江東隠倫 貼紙 朱 陰 1.9×1.9 - - - - 文化4年
（1807）

- 欄外にあり。

53 今印 - 松浦清 - - - 静山 貼紙 朱 陽 1.9×1.9 - - - - 文化4年
（1807）

- 欄外にあり。

54 今印 - 松浦清 - 1168-1 清 貼紙 朱 陽 1.7×1.7 1.7×1.7 銅 - 蓮亭良伊 文化8年
（1811）

- 欄外にあり。

55 今印 - 松浦清 - 1168-1 静山 貼紙 朱 陰 2.5×2.5 2.5×2.4 銅 - 蓮亭良伊 文化8年
（1811）

- 欄外にあり。

56 今印 - 松浦清 - 1168-1 詠帰亭 貼紙 朱 陰 3.1×1.7 3.1×1.6 銅 - 蓮亭良伊 文化8年
（1811）

- 欄外にあり。

57 今印 服章信印　弐
顆

松浦清 - - - 三星服章 捺印 朱 陽 2.2×2.2 - 蠟石 獅子鈕 橘茂喬 - 「蠟石／獅子紐／橘
茂喬刻」。

58 今印 服章信印　弐
顆

松浦清 - - - 前面：三星服
章
背面：竹

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陰
背面：陽

前面：1.0×1.0
背面：1.0×1.0

- 蠟石 両面刻 - 前面：寛政元
年（1789）
背面：天明8
年（1788）

「蠟石／両面刻／
（摺り消し）「寛政
元年ノ刻」」。
「寛政元年刻　天明
八年刻」。

59 今印 護封印　陸顆 松浦清 - - - 護封 捺印 朱 陽 2.0×2.0 - 牛角 方鈕 - 天明8年
（1788）

「此印文化戊辰与蓁
／姫除簿／牛角／方
紐」。

印に墨線が引かれ
る。
文化5年（1808）蓁
姫に与えたため除
簿。

60 今印 護封印　陸顆 松浦清 - - - 護封 捺印 朱 陽 2.2×1.2 - 牛角 方鈕 - 天明8年
（1788）

「同上／牛角／方
紐」。

印に墨線が引かれ
る。
文化5年（1808）蓁
姫に与えたため除
簿。

61 今印 護封印　陸顆 松浦清 - - - 護封 捺印 朱 陽 3.3×1.6 - 牛角 方鈕 - 天明8年
（1788）

「同上／牛角／方
紐」。

印に墨線が引かれ
る。
文化5年（1808）蓁
姫に与えたため除
簿。

62 今印 護封印　陸顆 松浦清 - - - 護封 捺印 朱 陽 1.4×1.4 - 牛角 方鈕 - 天明8年
（1788）

「同上／牛角／方
紐」。

印に墨線が引かれ
る。
文化5年（1808）蓁
姫に与えたため除
簿。

63 今印 護封印　陸顆 松浦清 - - - 護封 捺印 朱 陽 0.9×0.9 - 牛角 方鈕 - 天明8年
（1788）

「同上／牛角／方
紐」。

印に墨線が引かれ
る。
文化5年（1808）蓁
姫に与えたため除
簿。

64 今印 護封印　陸顆 松浦清 - - - 護封 捺印 朱 陰 1.7×1.7 - 蠟石 無鈕 清人 - 「蠟石／無紐／清人
刻」。

65 今印 - 松浦清 - - - 承 貼紙 朱 陰 2.3×2.3 - - - 醉茗河合 - （貼紙）「醉茗河合
撰篆鋟」。

欄外にあり。

66 今印 - 松浦清 - - - 封 貼紙 朱 陰 1.3×1.1 - - - 細川林谷 - （貼紙）「林谷山人
広名潔製」。

欄外にあり。

67 今印 - 松浦清 - - - 封 貼紙 朱 陽 1.6×1.6 - 蠟石 - - - 「蠟石」。 欄外にあり。

68 今印 - 松浦清 - - - 護封 貼紙 朱 陰 1.4×1.4 - 水晶 鼻鈕 橘参 - （貼紙）「水精印鼻
鈕」。
（貼紙）「橘参
刻」。

欄外にあり。

「三印文化丁卯夏刻
用」。

「以上三顆寛政二年
春刻」。

（貼紙）「三顆／銅
印」。
（貼紙）「蓮亭良伊
拝刻／文化八年辛未
制」。

「以上五顆天明八年
刻」。

46 今印 印篭常佩之章
参顆

松浦清 - - - 前面：源清
背面：覧

捺印 前面：朱
背面：朱

前面：陽
背面：陽

前面：2.0×2.0
背面：2.0×2.0

- 象牙 両面刻 - 寛政2年
（1790）

「象牙／両面刻」。

（縦cm×横cm／最大の （縦cm×横cm／最大の

50



番号 大分類 小分類 印主 『御家乗』画像 対応印の画像1 対応印の画像2 松浦史料
博物館什
器類番号

印文 直接捺印／
貼紙

印影色 陰陽 印影法量

法量を採寸）

実物の印面法量

法量を採寸）

素材 鈕・背面
（原文では
「紐」）

篆刻者名 製作年 個別墨書等 備考1 備考2

70 今印 合縫印　壱顆 松浦清 - - - 合縫信印 捺印 朱 陽 1.9×3.2 - 蠟石 無鈕 岡山謙 - 「蠟石／無紐／臣岡
山謙刻」。

71 今印 - 松浦清 - - - 封 貼紙 朱 陽 2.9×2.9 - 銅 獅子鈕 晋斎通 文政4年
（1821）

「文政辛巳夏刻／銅
印獅子鈕／晋斎通
刻」。

印と墨書を載せた紙
を欄内に貼る。
慶応3年（1867）8
月23日に「公手許上
り」（什器類1168-
1）。

72 今印 図書印　拾顆 松浦清 - 1168-3 平戸藩蔵書 捺印 朱 陽 4.1×2.6 4.2×2.2 銅 連環鈕 前川虚舟 - 「銅印／連環紐／虚
舟刻」。

73 今印 図書印　拾顆 松浦清 - 1168-3 子孫永宝 捺印 朱 陽 3.2×3.2 3.2×3.2 銅 連環鈕 前川虚舟 - 「銅印／連環紐／虚
舟刻」。

74 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - 楽歳堂図書記 捺印 朱 陽 3.4×3.3 - 銅 亀鈕 前川虚舟 - 「此印戊寅之災焚已
因明年改造見上／銅
印／亀紐／虚舟
刻」。

文政元年（1818）
の火災で焼亡。

75 今印 図書印　拾顆 松浦清 - 1168-4 楽歳堂図書記 捺印 朱 陽 4.9×5.0 4.8×4.8 銅 鼻鈕 藩彫工 - 「銅印／鼻紐／藩彫
工刻」。

76 今印 - 松浦清 - 1168-3 楽歳堂図書記 貼紙 朱 陽 3.5×3.4 3.5×3.6 銅 - 晋斎通 文政2年
（1819）

（貼紙）「晋斎通謹
篆」。
（貼紙）「銅印」。

欄外にあり。
文政2年（1819）に
75番を作り直したも
の（74番の墨書参
照）。

77 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - 平戸藩蔵書 捺印 朱 陽 3.0×3.0 - 磁 蝦蟆鈕 前川虚舟 天明6年
（1786）

「此二印亦戊寅焼亡
又改造見左／磁印／
蝦蟆紐／虚舟刻」。

これより先に製作し
た「平戸藩蔵書印」
（印章・印影ともに
現存せず）が磨滅し
たため、天明6年
（1786）に模刻。
文政元年（1818）
の火災で焼亡（改め
て製作したものが85
番）。

78 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - 子孫永宝 捺印 朱 陽 3.0×3.0 - 磁 蝦蟆鈕 前川虚舟 天明6年
（1786）

「同上／磁印／蝦蟆
紐／虚舟刻」。

これより先に製作し
た「子孫永宝印」
（印章・印影ともに
現存せず）が磨滅し
たため、天明6年
（1786）に模刻。
文政元年（1818）
の火災で焼亡（改め
て製作したものが86
番）。

79 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - 平戸藩蔵書 捺印 朱 陽 4.0×2.6 - 磁 無鈕 - 寛政3年
（1791）

「磁印／無紐〈白雲
紋／碧鐫〉」。

72番を寛政3年
（1791）に模刻。

80 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - 子孫永宝 捺印 朱 陽 3.2×3.2 - 磁 無鈕 - 寛政3年
（1791）

「磁印／無紐〈白雲
紋／碧鐫〉」。

73番を寛政3年
（1791）に模刻。

81 今印 - 松浦清 - 1168-3 感恩斎 貼紙 朱 陽 4.1×1.8 4.2×2.2 銅 魚鈕 稲毛直道 文化6年
（1809）

（貼紙）「文化六年
己巳刻／江戸邸蔵書
押之」。
（貼紙）「銅印魚
鈕」。
（貼紙）「讃岐稲毛
直道（白文朱方印）
「直」（白文朱方
印）「道」」。

欄外にあり。

82 今印 - 松浦清 - 1168-1 水月軒 貼紙 朱 陽 3.6×2.4 3.7×2.4 銅 - - - （貼紙）「水月軒
〈銅／印〉」。

欄外にあり。

83 今印 - 松浦清 - 1168-1 三心亭 貼紙 朱 陰 1.8×1.8 1.8×1.8 銅 - - 勤斎 （貼紙）「三心亭
〈銅／印〉」。
（貼紙）「勤斎鋳
篆」。

欄外にあり。

84 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - （魁星） 捺印 朱 陽 6.2×6.2 - 木 - 東都印工 - 「木印／東都印工
刻」。

85 今印 図書印　拾顆 松浦清 - 1168-3 平戸藩蔵書 貼紙 朱 陽 3.2×3.1 3.0×3.2 銅 - 晋斎通 文政2年
（1819）

77番を文政2年
（1819）に再刻。

86 今印 図書印　拾顆 松浦清 - 1168-3 子孫永宝 貼紙 朱 陰 3.3×3.0 3.3×3.1 銅 - 晋斎通 文政2年
（1819）

78番を文政2年
（1819）に再刻。

87 今印 図書印　拾顆 松浦清 - - - 感恩斎記録 捺印 朱 陰 2.4×2.4 - 蠟石 獅子鈕 源逸（伯氏） 寛政元年
（1789）

「蠟石／獅子紐／寛
政元年源逸刻〈時年
／七十八〉」。

88 今印 図書印　拾顆 松浦清 - 1168-3 平戸藩蔵 貼紙 朱 陽 3.2×3.1 3.2×3.0 銅 - 源逸（伯氏） - 「蔵書之押印戊寅焼
因又新造一印　〈刻
人同／上〉／銅
印」。

文政元年（1818）
の火災で焼亡した印
の模刻。

89 今印 - 松浦清 - - - 常静子 貼紙 朱 陽 2.7×2.3 - - - - - 欄外にあり。

「以上四顆蔵書記章
也凡楽／歳堂中所在
書毎巻押此」。

「先所刻之平戸藩蔵
書子孫永宝之二印／
磨滅天明六年丙午春
刻此印為記」。

「以上二印寛政三年
辛亥倣虚舟／所刻之
銅印重刻為記」。

「先印因焼亡己卯春
改作二顆　文政
二」。
（貼紙）「晋斎通謹
刻」。
（貼紙）「銅印」。

「所蔵図書時或押／
之非常用之者也」。

69 今印 - 松浦清 - - - 星 貼紙 朱 陽 2.8×2.8 - 銅 獅子鈕 - 文化6年
（1809）

「右銅印獅子鈕文化
己巳得／之江戸少加
改刪以蔵」。

欄外にあり。

（縦cm×横cm／最大の （縦cm×横cm／最大の

平戸藩主の印章
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番号 大分類 小分類 印主 『御家乗』画像 対応印の画像1 対応印の画像2 松浦史料
博物館什
器類番号

印文 直接捺印／
貼紙

印影色 陰陽 印影法量

法量を採寸）

実物の印面法量

法量を採寸）

素材 鈕・背面
（原文では
「紐」）

篆刻者名 製作年 個別墨書等 備考1 備考2

91 今印 - 松浦清 - - - 剣一人敵学萬
人敵

貼紙 朱 陽 3.6×1.7 - - - 橘参 - （貼紙）「橘参謹
刻」。

欄外にあり。

92 今印 - 松浦清 - - - 白刃可踏也中
庸不可能也

貼紙 朱 陰 3.0×2.8 - - - - - 欄外にあり。

93 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - 1168-2 （観音） 捺印 朱 陽 5.6×2.7 5.7×2.6 琥珀 - - -

94 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - 止於慈 貼紙 朱 陽 2.0×2.3 - - - 河合隆平 - （貼紙）「（朱文方
印）「江戸深川松村
町／河合隆平」」。

95 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - 大■ 捺印 朱 陽 7.4×4.0 - 白蠟石 背刻蛟 源逸（伯氏） - 「白蠟／石／背刻／
蛟／源逸刻」。

96 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - 　影（梅に
月）

捺印 朱 陽 2.5×2.0 - 蠟石 獅子鈕 源逸（伯氏） - 「蠟石／獅子紐／源
逸刻」。

97 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - 1168-1 喜読人間異書 捺印 朱 陰 4.0×2.0 4.0×2.0 白蠟石 雲鈕 張萬成
（1168-1参
照）

- 「白蠟石／雲紐」。

98 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - 1168-2 洙泗一滴 捺印 朱 陽 4.1×2.2 4.1×2.2 白蠟石 枸櫞鈕 - -

99 今印 - 松浦清 - - - 采藻館記 貼紙 朱 陽 2.4×2.5 - 銅 亀鈕 勤斎 文化10年
（1813）

（貼紙）「銅印亀
鈕」。
（貼紙）「勤」。
（貼紙）「斎」。
（貼紙）「鋳」。
（貼紙）「癸酉春
篆」。

欄外にあり。

100 今印 - 松浦清 - - - 魚雁往来 貼紙 朱 陽 1.7×1.7 - 蠟石 馬鈕 勤斎 文化10年
（1813）

（貼紙）「癸酉春／
蠟石馬紐」（貼紙）
「勤斎」。

欄外にあり。
印と墨書を載せた紙
を貼る。

101 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - 弗龍 捺印 朱 陰 3.5×2.5 - 銅 羆鈕 - - 「銅印／羆紐」、

102 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - （糸印） 捺印 朱 陽 2.8×2.7 - 銅 牧童騎馬鈕 - - 「銅印／牧童騎／馬
紐」。

103 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - 武陵郡 捺印 朱 陽 2.1×1.3 - 銅 犀鈕 - - 「銅印／犀紐」。

104 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - （糸印） 捺印 朱 陽 1.8×1.6 - 銅 飛龍魚鈕 - - 「銅印／飛龍魚／
紐」。

105 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - 聯芳接武 捺印 朱 陽 2.5×2.5 - 銅 獅子鈕 - - 「聯芳／接武／銅印
／獅子紐」。

106 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - ■盛伝記 捺印 朱 陽 2.7×2.7 - 銅 狗鈕 - - 「銅印／狗紐」。

107 今印 - 松浦清 - 1168-1 江東隠者 貼紙 朱 陰 2.8×1.8 2.9×1.9 磁 獅鈕 勤斎 文化10年
（1813）

（貼紙）「磁印」。
（貼紙）「獅鈕」。
（貼紙）「癸酉桂
月」。
（貼紙）「勤斎」。

欄外にあり。

108 今印 - 松浦清 - 1168-1 （水月） 貼紙 藍 陽 2.0×2.0 2.0×2.0 - - 星文堂 文化12年
（1815）

欄外にあり。

109 今印 - 松浦清 - 1168-1 封 貼紙 藍 陽 1.9×1.9 1.9×1.9 - - 星文堂 文化12年
（1815）

欄外にあり。

110 今印 - 松浦清 （蓋が外れず） 1168-1 水月軒印 貼紙 藍 陽 3.3×3.3 ※参考値（容器の蓋
が外れないため、蓋
の法量）3.2×3.2

- - 星文堂 文化12年
（1815）

「同／上／同人刻
同年月」。

欄外にあり。

111 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - （糸印） 捺印 朱 陽 2.8×2.8 - 銅 牧童騎馬鈕 - （天明6年
（1786）江
戸で入手）

「銅印／牧童騎馬
紐」。

「天明六年丙午春得
之於東都乃与／先世
所伝之印字紐相同故
列譜中」。

112 今印 遊印　拾参顆 松浦清 - - - ■ 捺印 朱 陽 2.2×2.2 - 銅 象鈕 - （天明8年
（1788）江
戸で入手）

「銅印／象紐／天明
八年於東都得之」。

「嘗偶獲此物天然成
大士形像／因手彫造
写仏経時巻首押
之」。

「以上二顆偶獲之長
崎皆西土人所刻印傍
刻著／其姓氏非信印
欲無用然以異邦所出
令列譜中」。

「此六顆　先世所伝
蓋玩物按文或郡名姓
氏或単刻一／字皆西
土所鋳造今欲無用然
以其鼻鈕奇詭可愛置
之／左右供把玩而其
非名／印者時或用為
護封」。

「水月軒／印二顆／
文化乙亥／夏／諏訪
坊之／刻人星文堂
刀」。

90 今印 - 松浦清 - 1168-1 是水末流 貼紙 朱 陰 2.1×2.1 2.1×2.1 - - 蔡堂 - （貼紙）「蔡堂
刻」。

欄外にあり。

（縦cm×横cm／最大の （縦cm×横cm／最大の
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番号 大分類 小分類 印主 『御家乗』画像 対応印の画像1 対応印の画像2 松浦史料
博物館什
器類番号

印文 直接捺印／
貼紙

印影色 陰陽 印影法量

法量を採寸）

実物の印面法量

法量を採寸）

素材 鈕・背面
（原文では
「紐」）

篆刻者名 製作年 個別墨書等 備考1 備考2

114 今印 - 松浦清 - - - 白楽 貼紙 朱 陽 2.1×2.1 - - - 晋斎通 - 「白楽」。
（貼紙）「晋斎通謹
鐫」。

欄外にあり。

115 今印 - 松浦清 - 1168-4 盈 貼紙 朱 陽 2.2×2.2 2.2×2.2 - - 宮下主善 文政2年
（1819）

欄外にあり。
文政元年（1818）
の火災で焼亡した印
を文政2年（1819）
に模刻。

116 今印 - 松浦清 - 1168-4 江戸杜 貼紙 朱 陽 1.9×1.0 1.9×1.0 - - 宮下主善 文政2年
（1819）

欄外にあり。
文政元年（1818）
の火災で焼亡した印
を文政2年（1819）
に模刻。

117 今印 - 松浦清 - 1168-3 墨水老侯侍婢
歌学書籍之記

捺印 朱 陽 4.8×2.3 4.9×2.3 - - - 文政2年
（1819）

「此印先年造之侍婢
歌学備用ノ／書ニ押
ス然ルニ（見せ消
ち）「■（戊）」寅
ノ火災ニ焼亡ス因／
復己卯ノ春依旧改造
／己卯二月記」。

欄外にあり。
文政元年（1818）
の火災で焼亡した印
を文政2年（1819）
に模刻。

118 今印 - 松浦清 - 1181 楽歳堂図書記 貼紙 朱 陽 3.4×3.4 3.5×3.4 銅 - 晋斎通 文政7年
（1824）

平戸城保管分。

119 今印 - 松浦清 - 1181 平戸藩蔵書 貼紙 朱 陽 3.2×3.1 3.2×3.1 銅 - 晋斎通 文政7年
（1824）

平戸城保管分。

120 今印 - 松浦清 - 1181 子孫永宝 貼紙 朱 陰 3.1×3.0 3.1×3.0 銅 - 晋斎通 文政7年
（1824）

平戸城保管分。

121 今印 - 松浦清 - 1181 平戸藩蔵 貼紙 朱 陽 3.2×3.1 3.2×3.1 銅 - 晋斎通 文政7年
（1824）

平戸城保管分。

122 今印 - 松浦清 - 1168-4 静山流水 貼紙 朱 陰 2.6×2.6 2.7×2.7 水晶 - 勤斎 文政10年
（1827）

（貼紙）「晶印」。

123 今印 - 松浦清 - - - 豊功 貼紙 朱 陽 3.6×2.0 - - - 勤斎 文政14年
（1817）

（貼紙）「丁丑暑
月」。

124 今印 - 松浦清 - - - 流水居士 貼紙 朱 陰 2.8×2.5 - 銅 - 勤斎 文政10年
（1827）

（貼紙）「銅印」。

125 今印 - 松浦清 - - - 緘 貼紙 朱 陽 1.2×1.2 - 銅 亀鈕 - 天保2年
（1831）

126 今印 - 松浦清 - - - 封 貼紙 朱 陽 1.7×1.2 - 銅 亀鈕 - 天保2年
（1831）

127 今印 - 松浦清 - - - 承 貼紙 朱 陽 2.0×2.0 - 銅 亀鈕 - 天保2年
（1831）

128 今印 - 松浦清 - 1168-1 江東 貼紙 朱 陽 2.6×1.4 2.6×1.4 - - - 天保9年
（1838）

129 今印 - 松浦清 - 1168-1 流水 貼紙 朱 陰 2.6×1.4 2.6×1.4 - - - 天保9年
（1838）

130 今印 - 松浦清 - 1168-1 流水居士 貼紙 朱 陰 1.2×1.2 1.3×1.3 滅金 - 細川林谷 文政7年
（1824）

欄外にあり。

131 今印 - 松浦清 - 1168-1 江東 貼紙 朱 陽 2.2×1.1 2.1×1.1 滅金 - 細川林谷 文政7年
（1824）

欄外にあり。

（貼紙）「滅金印文
政七甲申八月制二
顆」。
（貼紙）「林谷山人
広名潔製」。
（貼紙）「（朱文朱
方印）「茅場町薬師
／裏通　林谷」」。

「二印嚮書筴に用ゆ
／戊寅ニ焼／尽す／
卯夏改／造」。
「以上宮下主善
刻」。

「以上四顆銅印楽歳
堂之記前印者在于江
都邸此印者置於平戸
城以為記／文政七年
甲申四月晋斎通
鐫」。

（貼紙）「丁亥桂秋
勤斎鋳」。

（貼紙）「銅印／子
母印／亀鈕」。
（貼紙）「天保辛卯
冬日刻　蔵六」。
慶応3年（1867）8
月23日に「公手許上
り」（什器類1168-
1）。

「天保九／戊戌孟秋
上浣／篆於蔵六
居」。

該当の印章は128番
と129番の両面刻。

113 今印 - 松浦清 - 1168-1 （水月） 貼紙 朱 陽 1.7×1.3 1.7×1.3 - - - - 「水月」。 欄外にあり。

（縦cm×横cm／最大の （縦cm×横cm／最大の
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註（
1
）
「
印
」
は
印
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
捺
さ
れ
た
印
痕
を
指
す
場
合
も
あ
る
。

本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

・
印
章
―
印
そ
の
も
の
。

・
印
影
―
捺
さ
れ
た
印
痕
。

・
印
―
印
章
ま
た
は
印
影
を
い
う
が
、
特
に
「（
印
文
）」
印
と
表
記
す
る
場
合
は
、
そ

の
印
文
が
彫
ら
れ
た
印
章
を
い
う
。

（
2
）
小
野
則
秋
『
日
本
の
蔵
書
印
』、
芸
文
社
、
一
九
五
四
年
。
荻
野
三
七
彦
『
印
章
』、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
。
国
立
国
会
図
書
館
『
人
と
蔵
書
と
蔵
書
印
―
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
本
か
ら
―
』、
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
久
米
雅
雄
『
は
ん
こ
』（
も

の
と
人
間
の
文
化
史
一
七
八
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
。

（
3
）
有
用
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
、
一
般
財
団
法
人
人
文
情
報
学
研
究
所
が
ウ
ェ
ブ
上

に
開
設
し
て
い
る
「
蔵
書
印
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
故
青
田
寿
美
氏
が
作
成
し
、
二
〇
二
二

年
度
末
ま
で
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
が
公
開
し
て
い
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
継
承
し
た

も
の
）
が
あ
る
。

（
4
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
2
―
19
。
法
量
は
縦
二
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
一
九
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

（
5
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
「
静
山
公
行
実
」（
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ロ
）
95
）。

（
6
）
岩
崎
義
則
「
近
世
大
名
の
書
物
観
―
平
戸
藩
楽
歳
堂
文
庫
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」

（
九
州
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
世
九
州
大
名
の
文
庫
形
成
と
書
物
観
」、
於：
九
州

大
学
）、
二
〇
一
三
年
。

（
7
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
6
―
24
―
34
①
寛
政
十
二
年
十
月
十
一
日

（
木
製
。
二
枚
の
う
ち
の
一
枚
）。

（
8
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
図
書
類
（
乙
1
9
8
―
2
1
2
6
）。

（
9
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
6
―
24
―
34
②
文
化
十
五
年
三
月
十
八
日

（
木
製
。
二
枚
の
う
ち
の
一
枚
）。

（
10
）
松
田
清
『
洋
学
の
書
誌
的
研
究
』、
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
。
朝
日
新
聞
社
西
部
企

画
部
編
『
平
戸
・
松
浦
家
名
宝
展
』（
展
覧
会
図
録
）、
二
〇
〇
〇
年
。

（
11
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅶ
―
1
（
イ
）
4
。
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
本

の
他
に
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
が
あ
る
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
は

松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
本
よ
り
後
に
書
写
さ
れ
た
修
正
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）
生
没
年
未
詳
。
大
坂
の
篆
刻
家
。
名
は
利
渉
。
通
称
は
一
右
衛
門
。
別
号
に
石
鼓
館
。

（
13
）
「
甲
子
夜
話
」
巻
第
六
十
八
（
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
』
五
（
東
洋

文
庫
三
三
八
）、
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
、
五
三
頁
〜
五
九
頁
）。

（
14
）
不
詳
。

（
15
）
清
の
蒐
集
品
に
捺
さ
れ
た
印
影
に
関
し
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
触
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
16
）
不
詳
。
リ
ス
ト
38
番
の
記
載
に
よ
る
と
、
寛
政
元
年
に
七
十
八
歳
で
あ
る
と
記
さ
れ

る
。

（
17
）
不
詳
。

（
18
）
宝
暦
五
年（
一
七
五
五
）〜
文
政
六
年（
一
八
二
三
）。
篆
刻
家
。
高
松
藩
家
臣
で
あ
っ

た
が
、
辞
し
て
皆
川
淇
園
に
師
事
。
の
ち
、
江
戸
で
高
芙
蓉
に
篆
刻
を
学
び
、
そ
の
後

継
者
と
目
さ
れ
た
。
名
は
直
道
。
字
は
聖
民
。
通
称
は
官
右
衛
門
。
別
号
に
燕
々
居
。

（
19
）
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
〜
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）。
本
姓
は
大
島
。
通
称
逸
記
。

名
は
孟
彪
、
字
は
孺
皮
。
高
芙
蓉
と
称
し
た
。

（
ま
つ
う
ら

こ
う
す
け

当
館
学
芸
部
文
化
財
課
資
料
登
録
室
主
任
研
究
員
）

（
く
が

た
か
し

公
益
財
団
法
人
松
浦
史
料
博
物
館
主
任
学
芸
員
）

（
う
り
ゅ
う

み
ど
り

滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
学
芸
員
）

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
執
筆
者
で
あ
る
久
家
氏
の
ほ
か
、
松
浦
史
料
博
物
館
の

岡
山
芳
治
氏
、
出
口
洋
平
氏
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
印
章
の
法
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量
計
測
に
あ
た
っ
て
は
、
一
瀬
智
氏
、
折
山
桂
子
氏
、
桑
原
有
寿
子
氏
、
齋
部
麻

矢
氏
、
望
月
規
史
氏
（
以
上
、
九
州
国
立
博
物
館
。
五
十
音
順
。）
の
ご
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
近
世
大
名
家
伝
来
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
基
礎
的
研
究
―
松
浦
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
分
析
を
通
じ
て
―
」（
研
究

代
表
者：

松
浦
晃
佑
、
研
究
課
題：

21K
0086

）
の
成
果
の
一
環
で
す
。
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